
 

令和２年度名古屋市高齢者向け優良賃貸住宅の計画案募集のご案内 

（追加募集） 
 

Ⅰ  計画案の募集について 
 
 名古屋市では、高齢者向け優良賃貸住宅（以下「高優賃」という。）の建設（以下「整備」とい

う。）を予定される方から、計画案を募集します。高優賃を整備し、整備費の助成を受けるために

は、あらかじめ供給計画を策定して、市長の認定を受けることが必要です。今回応募された計画案

の中から、原則として募集戸数の範囲内で正式に供給計画の認定申請をしていただくものを選定し

ます。募集の詳細は、以下のとおりです。 

 

 １ 計画案提出日時 

     令和２年１２月７日（月）～１２月１１日（金） 

   午前９時～１２時、午後１時～５時 
      
   ※募集戸数を上回る応募があった場合は、選定を行います。（次頁Ⅲ参照） 

※事前相談は、随時受付けます。（事前に電話にてご連絡ください。） 

 

 ２  提出場所 

    名古屋市住宅都市局住宅部住宅企画課  

    （名古屋市中区三の丸三丁目１番１号 西庁舎５階） 

   ＴＥＬ ０５２－９７２－２９４４ 
 
   ※計画案の提出は、応募者又は応募者の委任を受けた代理人の方が住宅企画課まで持参して

ください。郵送による受付は行っておりません。 
 
 ３  募集戸数    ４０戸程度（但し、予算の範囲内とする。） 
 
 

Ⅱ 応募書類について 
 
 （１）応募用紙（別紙１）※応募者は、実印を押印して下さい。 

 （２）応募者の印鑑証明書 

 （３）委任状（別紙２） 

 （４）計画案概要書（別紙３） 

 （５）位置図（A4 又は A3 とし、1/10,000 程度の縮尺で次の事項を記載して下さい。） 

・ 縮尺、方位 

・ 交通機関（地下鉄駅、その他鉄道駅、バス停留所） 

・ 地域の利便施設（病院・診療所、食品販売店舗・商店街、スーパーマーケット、公園・

緑地、銀行・郵便局など） 

・ 高齢者向けの福祉施設（在宅サービスセンター等） 

 （６）敷地周辺図（A4 又は A3 とし、1/2,500 程度の縮尺で次の事項を記載して下さい。） 

・ 縮尺、方位、敷地周辺の道路の幅員、用途地域、容積率、建ぺい率、 

前面道路幅員、周辺の建物の状況 

 （７）次に掲げる設計図面一式（原則 A3 とし、縮尺記入） 

・ 配置図  方位記入、敷地内及び隣接地との高低差、 

・ 各階平面図（設計要件チェック表（別紙４）の数値が確認できる程度で構いません。） 

・ 立面図（２面以上、パースで代用も可） 

・ 断面図 

 （８）高優賃設計要件チェック表（別紙４） 

  

 

 



 

（９）現況写真（計画地の状況及び計画地からみた周囲の現況がわかる写真、撮影方向がわかる

図を添付して下さい。） 

 （10）近傍同種の家賃調べ（別紙５）※３物件以上記載して下さい。 

 （11）登記簿謄本又は登記事項証明書（謄本） 

 （12）事業計画案自己採点表（別紙６） 

 （13）応募書類チェックリスト（別紙７） 

 （14）工程表  

（15）その他、必要に応じて市が提出を求めた書類 
 

※ 令和２年度中に認定を受け、令和３年度末までに工事着手する必要があります。 

建設予定地によっては、事前に許可等が必要な場合があり、許可までに相当日数かかる

ことがありますので、敷地について十分調査を行い、関係部局と事前に協議していただ

く必要があります。また、計画をすすめる際の近隣住民への説明等は、事業者(設計者等)

が実施し、調整を行う必要があります。 

 

Ⅲ 計画案の審査・選定について 
 
１ 審査・選定 

   提出された計画案のうち、下記の内容及び評価基準最低点を満たすものから、提出書類に記

載された内容に基づき選定基準により評価し、原則として募集戸数の範囲内で、合計得点の高

い順に選定を行います。 

 なお、選定の結果は１月中旬頃に通知します。 

（１）建築内容が高優賃住宅整備基準に適合すること。 

（２）立地が高齢者向け住宅用地としてふさわしいこと。例えば、次のような土地は対象外とな

ります。 

    ①交通施設、利便施設が遠隔地にあり、日常的な利用に支障のある土地 

   ②崖崩れ、水害等の発生の恐れがある土地 

   ③騒音、振動、大気汚染、悪臭など公害や交通事故の恐れが著しく大きい土地 

   ④歓楽街など、快適な居住環境が風致上著しく阻害される土地 

（３）管理者が市長の定める一定の基準を満たしていること。 

 （４）資金計画に適切性・確実性があること。 

     資金の借入れが困難な計画、例えば差押えを受けているような土地での計画案は、選定で

きません。 

（５）家賃が近傍同種の市場家賃と均衡を失しないよう設定されていること。 

（６）高齢者向けの住宅としてふさわしいものであること。例えば、保守料や共益費、その他管

理費の高額化につながるような計画は選定の対象とはなりません。 

  (７) 計画案の応募者が的確であること。 

    ①応募者は建物の名義人となる者で、土地に対する権原（所有権、地上権、賃借権、使用

賃借権）などを有していることが必要です。 

 ②応募者（法人である場合は代表者又は役員を含む）が、名古屋市暴力団排除条例（平成 

24 年名古屋市条例第19 号）第 2 条第 2 号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。） 

又は同条例第2 条第 1 号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でない

こと。 

 

  ２  計画案選定後の計画変更 

      計画案の選定後は、計画内容の安易な変更は認めません。選定にあたっては、各計画の内容

の良否から審査しますので、審査の基礎となった内容を変更された場合、選定そのものを取り

消しすることがあります。 

 

Ⅳ その他 
 

・有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅に該当する計画は、応募対象となりません。 


